
疫禍と闘う広島

口絵２　痘禍来襲‼（草津南町総代資料 C1993-1154「町事務書類綴」より）
昭和 14（1939）年に出された、広島県下での天然痘（痘そう）の発生に対する注意喚起のチラシ。

天然痘の予防方法は、「第一に種痘」とされ、その他に「マスクをかける、うがひする、痘瘡流
行地からの郵便小包は日光に曝し消毒」などが励行された。

口絵１　流行性感冒流行ニ関スル件 （大林村役場文書 612「庶務一件」（大正 7 年）より）
大正 7（1918）年 10 月 28 日付で安佐郡長から出された、いわゆる「スペイン風邪」

と呼ばれる流行性感冒（インフルエンザ）への注意喚起。４か条目では、感染拡大の
恐れがある運動会などの行事について、注意が行き届かない場合は見合わせることが
求められている。



第十条では、「十九年三月甲第五十九号」に
よる改正として、「戸長ハ種痘名簿を製シ、
左ノ各項ヲ登記スヘシ（以下 4 項あり）」を

「戸長ハ所轄内種痘スヘキモノヲ取調、種痘・
学齢簿ニ登記シ、之ヲ監督スヘシ」に修正し、
名簿の作成だけでなく、戸長の役割として種
痘対象者の「取調」と「監督」も明記された。

疫禍と闘う広島

口絵３　種痘細則（広島県）
（戸坂村役場文書 3677「種痘規則」より）
明治 18（1885）年 11 月に制定（翌年 1 月

施行）された「種痘規則」第 11 条に基づき、
同年 12 月、広島県が定めたもの。規則改正
の都度、朱書きで修正を加えて使用していた
ことがうかがえる。


